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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピクチャのＨＤＲバージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換する方法におい
て、
　カラー・マッピング・パラメータの存在を示す第１の情報データを取得することと、
　装置が前記カラー・マッピング・パラメータを考慮することによって前記ピクチャのＨ
ＤＲバージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換するように構成されているかど
うかを示す第２の情報データを取得することと、
　前記カラー・マッピング・パラメータを考慮することなく前記ピクチャの前記ＨＤＲバ
ージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換することが禁止されているかどうかを
示す第３の情報データを取得することと、
　前記取得された情報データに従ってピクチャのＨＤＲバージョンを変換することと、
を含む、前記方法。
【請求項２】
　前記第１の情報データ、前記第２の情報データおよび／または前記第３の情報データが
、ディスクまたはローカル・メモリまたは通信ネットワークを介してリモート・メモリか
ら取得される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　単一の情報データ（ＳＩ）が前記第１の情報データおよび前記第３の情報データを表す
、請求項１または２に記載の方法。
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【請求項４】
　コンピュータ・プログラムがプロセッサで実行されるときに該プロセッサに
　カラー・マッピング・パラメータの存在と、
　前記カラー・マッピング・パラメータを考慮することなく変換することが禁止されてい
るかどうかと、
を示す、記憶媒体に記憶された少なくとも１つの情報データを読み出しさせ、
　前記記憶媒体からの少なくとも１つの情報データに従ってピクチャのＨＤＲバージョン
を変換させるコンピュータ・プログラムを記憶する、記憶媒体。
【請求項５】
　前記記憶媒体がブルーレイ・ディスクである、請求項４に記載の記憶媒体。
【請求項６】
　ピクチャのＨＤＲバージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換する装置におい
て、
　カラー・マッピング・パラメータの存在を示す第１の情報データを取得し、
　装置が前記カラー・マッピング・パラメータを考慮することによって前記ピクチャのＨ
ＤＲバージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換するように構成されているかど
うかを示す第２の情報データを取得し、
　前記カラー・マッピング・パラメータを考慮することなく変換することが禁止されてい
るかどうかを示す第３の情報データを取得し、
　前記取得された情報データに従ってピクチャのＨＤＲバージョンを変換するように構成
されたプロセッサを含むことを特徴とする、前記装置。
【請求項７】
　ディスクから前記情報データの少なくとも１つを取得するように使用される光学ディス
ク・リーダをさらに含む、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　請求項４または５に記載の非一時的記憶媒体と、請求項６または７に記載のピクチャの
ＨＤＲバージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換する装置と、前記装置に接続
されたＳＤＲディスプレイとを含む、ピクチャのＨＤＲバージョンから前記ピクチャのＳ
ＤＲバージョンを表示するシステム。
【請求項９】
　コンピュータ・プログラムがコンピュータで実行されるときに該コンピュータに請求項
１乃至３のうちいずれか一項に記載の方法を実行させる前記コンピュータ・プログラム。
【請求項１０】
　コンピュータ・プログラムがプロセッサで実行されるときに該プロセッサに請求項１乃
至３のうちいずれか一項に記載の方法を実行させる前記コンピュータ・プログラムを記憶
したプロセッサ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概ね、ピクチャ／ビデオの変換に関する。具体的には、限定するものではな
いが、本開示の技術分野は、画素値がハイダイナミック・レンジに属するピクチャを変換
することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本項は、読者に対し、以下に説明し、さらに／または、請求項に記載する本開示の様々
な態様に関連すると考えられる様々な態様を読者に紹介することを意図している。この説
明が本開示の様々な態様をより良好に理解しやすいようにするための背景情報を読者に提
供するのに役立つものと確信する。したがって、それぞれの記載は、この点に鑑みて読ま
れるべきものであり、先行技術を自認するものではないことを理解すべきである。
【０００３】
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　以下において、ピクチャは、例えば、ピクチャ（またはビデオ）の画素値に関連する全
ての情報およびピクチャ（またはビデオ）を視覚化および／または復号するためにディス
プレイおよび／または他の装置によって使用される可能性のある全ての情報を規定する特
定のピクチャ／ビデオ・フォーマットのサンプル（画素値）の１つまたは幾つかのアレイ
を含む。ピクチャは、通常は、ルマ（またはルミナンス（輝度））成分である、サンプル
の第１のアレイの形状の、少なくとも１つの成分、さらに場合によっては、通常は色成分
である、サンプルの少なくとも１つの別のアレイの形状の、少なくとも１つの別の成分を
含む。または、同じように、同一の情報を従来の三色のＲＧＢ表現などで、色サンプルの
アレイの組が表されることもある。
【０００４】
　画素値は、ｎ個の値のベクトルで表され、ｎは成分の数である。ベクトルの各値は、画
素値の最大ダイナミック範囲を規定するビットの数で表される。
【０００５】
　標準ダイナミック・レンジのピクチャ（ＳＤＲピクチャ）は、輝度値が限られた数（大
抵は、８または１０）のビットで表されるピクチャである。この限定された表現は、特に
、暗輝度範囲および明輝度範囲における、小さな信号の変化を正確にレンダリングできる
ようにするものではない。ハイダイナミック・レンジのピクチャ（ＨＤＲピクチャ）にお
いては、レンジ（範囲）全体にわたって高い信号精度を維持するために、信号表現が拡張
される。ＨＤＲピクチャにおいて、画素値は、通常、浮動小数点フォーマット（各成分に
対し、３２ビットまたは１６ビット、すなわち、単精度浮動小数点（ｆｌｏａｔ）または
半精度浮動小数点（ｈａｌｆ－ｆｌｏａｔ））で表され、最も人気があるフォーマットは
、ｏｐｅｎＥＸＲ半精度浮動小数点フォーマット（ＲＧＢ成分毎に１６ビット、すなわち
、画素毎に４８ビット）であり、あるいは、通常は少なくとも１６ビットの、“ｌｏｎｇ
”型表現の整数値で表される。
【０００６】
　色域は、ある特定の完全な色の組である。最も一般的に使用されているものは、所与の
色空間内、または、ある特定の出力デバイスによるなど、所与の状況で正確に表現される
色の組である。
【０００７】
　色ボリュームは、色空間およびこの色空間で表される値のダイナミック・レンジで規定
される。
【０００８】
　例えば、色ボリュームは、ＲＧＢ　ＩＴＵ－Ｒ勧告ＢＴ．２０２０色空間で規定され、
このＲＧＢ色空間で表される値は、０～４０００ニット（カンデラ毎平方メートル）のダ
イナミック・レンジに属する。別の例では、色ボリュームは、ＲＧＢ　ＢＴ．２０２０色
空間で規定され、このＲＧＢ色空間で表される値は、０～１０００ニットのダイナミック
・レンジに属する。
【０００９】
　ピクチャ（またはビデオ）のカラー・グレーディングは、ピクチャ（またはビデオ）の
色を変更／強調する処理である。通常、ピクチャのカラー・グレーディングには、色ボリ
ューム（色空間および／またはダイナミック・レンジ）の変更またはこのピクチャに対す
る色域の変更を伴う。したがって、同一のピクチャの２つの異なるカラー・グレーディン
グされたバージョンは、異なる色ボリューム（または色域）で表されている値を有するピ
クチャのバージョンであるか、或いは、異なる色グレードに従って色の少なくとも１つが
変更／強調されているピクチャのバージョンである。これには、ユーザのインタラクショ
ンを必要とすることがある。
【００１０】
　例えば、映画制作においては、三色カメラを使用してピクチャおよびビデオが３つの成
分（赤、緑、青）で構成されるＲＧＢ色値にキャプチャされる。ＲＧＢ色値は、センサの
三色特徴（色原色）に依存する。そして、キャプチャされたピクチャの第１のカラー・グ
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レーディングされたバージョンが、（特定の劇場的なグレードを使用して）劇場的なレン
ダリングを得るために取得される。通常は、キャプチャされたピクチャの第１のカラー・
グレーディングされたバージョンの値は、超高精細テレビジョン・システム（ＵＨＤ　Ｔ
Ｖ）のためのパラメータ値を規定するＢＴ．２０２０などの標準化されたＹＵＶフォーマ
ットに従って表される。
【００１１】
　そして、カラリスト（ｃｏｌｏｒｉｓｔ）は、通常、撮影監督と協力して、アーティス
ティックな意図を組み込むために、幾らかの色値を微調整／微調節することによって、キ
ャプチャされたピクチャの第１のカラー・グレーディングされたバージョンの色値に対す
る制御を実行する。
【００１２】
　また、（特定の家庭用、Ｂｌｕ－Ｒａｙ／ＤＶＤグレードを使用して）家庭向けにリリ
ースされるレンダリングを得るために、キャプチャされたピクチャの第２のカラー・グレ
ーディングされたバージョンが取得される。通常は、キャプチャされたピクチャの第２の
カラー・グレーディングされたバージョンの値は、標準４：３アスペクト比またはワイド
スクリーン１６：９アスペクト比のための標準ディジタル・テレビジョンのスタジオ符号
化パラメータを規定する、ＩＴＵ－Ｒ勧告ＢＴ．６０１（Ｒｅｃ．６０１）などの標準化
されたＹＵＶフォーマットに従って表されるか、高精細度テレビジョン・システム（ＨＤ
ＴＶ）のためのパラメータ値を規定するＩＴＵ－Ｒ勧告ＢＴ．７０９に従って表される。
【００１３】
　このようなキャプチャされたピクチャの第２のカラー・グレーディングされたバージョ
ンの取得は、通常、キャプチャされたピクチャの第２のカラー・グレーディングされたバ
ージョンが第２の色ボリューム（例えば、ＲＧＢ　ＢＴ．７０９　１０００ニット）に属
するように、キャプチャされたピクチャの第１のカラー・グレーディングされたバージョ
ンの色ボリューム（例えば、カラリストによって変更されたＲＧＢ　ＢＴ．２０２０　１
０００ニット）を拡張することを含む。これは、通常、３次元ルックアップ・テーブル（
３Ｄ　ＬＵＴとも呼ばれる）によって近似される（例えば、ＲＧＢ　ＢＴ．２０２０フォ
ーマットからＲＧＢ　ＢＴ．７０９へのマッピングのための）デフォルトのカラー・マッ
ピング関数を使用する自動的なステップである。なお、考慮されるＹＵＶフォーマットは
、全て、ＲＧＢからＹＵＶへの任意のカラー・マッピングおよびＹＵＶからＲＧＢへの任
意のカラー・マッピングを規定できるようにする色原色パラメータによって特性化される
。
【００１４】
　次に、カラリストは、通常、撮影監督と協力して、家庭向けのリリースにおいてアーテ
ィスティックな意図を組み込むために、幾らかの色値を微調整／微調節することによって
、キャプチャされたピクチャの第２のカラー・グレーディングされたバージョンの色値に
対する制御を実行する。
【００１５】
　ディスプレイに対してＹＵＶからＲＧＢのカラー・マッピングなどのデフォルトのカラ
ー・マッピングを明示的に信号伝達し、ディスプレイが適切なデフォルトのカラー・マッ
ピングを適用できるようにすることが知られている。さらに、カラー・マッピングがピク
チャの第１および第２のカラー・グレーディングされたバージョンから計算されたカラー
・マッピング・パラメータを使用する場合、ディスプレイに対してこのカラー・マッピン
グ・パラメータを信号伝達し、ディスプレイが適切なカラー・マッピング・パラメータを
使用した適切なデフォルトのカラー・マッピングを適用できるようにすることが知られて
いる。
【００１６】
　デフォルトのカラー・マッピングを使用することは、アーティストの意図を保持するも
のではない。なぜならば、ピクチャの第１および第２のカラー・グレーディングされたバ
ージョンにおいてカラリストによって特定された色の中には、デフォルトのカラー・マッ
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ピングがピクチャの第１のカラー・グレーディングされたバージョンに対して適用される
際に保たれないものがあるからである。
【００１７】
　例えば、フレッシュ・トーンまたはスキン・トーン、青い空、緑草の陰などの記憶色（
ｍｅｍｏｒｙ　ｃｏｌｏｒ）は、所与のグレードに対してカラリストによって規定された
ときに保持されるとよい。
【００１８】
　通常の使用のケースは、以下の通りである。或る人物が、ＵＨＤ　ＨＤＲ　ＷＣＧ　ブ
ルーレイ・ディスクに記録された新たな映画を買った（）。さらに、この人物は、上記ブ
ルーレイ・ディスクに焼き付けられたＨＤＲバージョンを復号するように構成されたＵＨ
Ｄブルーレイ・プレイヤーを住居に備えている。しかしながら、ブルーレイ・プレイヤー
がＨＤＲ機能を備えていない（が、ＤＶＢ　ＵＨＤ－１フェーズ１に準拠したＣＥ装置と
して、４Ｋ　ＵＨＤおよび／またはＷＣＧに対応し得る）旧来のＴＶセットに接続される
。これは、このようなブルーレイ・プレイヤーが映画のＨＤＲバージョンをＳＤＲバージ
ョン、例えば、旧来のＴＶセットのためのＨＤＴＶビデオ信号に変換しなければならない
ことを意味する。この変換は、ブルーレイ・プレイヤーは、対象とされた真の映画の見た
目（例えば、現在のブルーレイ・ディスクのＨＤグレード）についての情報なしに、映画
のＨＤＲバージョンを変換するため、「ブラインド（ｂｌｉｎｄ）」と呼ばれる。実際、
アーティスト／カラリスト／撮影監督のクリエイティブな意図およびピクチャ変更の利用
可能なパレットに従って、アーティストの意図（非決定論的な処理）は多岐にわたること
がある。よって、結果として得られる映画のＳＤＲバージョンは、アーティストの意図を
保持したものではなくなる。
【００１９】
　本開示は、上述した内容を鑑みて考案されている。
【発明の概要】
【００２０】
　上述した内容に鑑み、本開示の態様は、コンピュータ・システム上のデータ・オブジェ
クトの間のセマンティクス関係の構築および維持に関する。以下において、本開示の幾ら
かの態様についての基本的な理解が得られるように、本開示を簡略化した概要を提示する
。本概要は、開示内容を網羅するような概要ではない。開示内容のキー要素、または決定
的要素を特定することは意図されていない。以下の要約は、単に、以下に提供するより詳
細な説明の前置きとして、開示内容の幾つかの態様を簡略化して示しているものにすぎな
い。
【００２１】
　本開示は、従来技術の欠点のうちの少なくとも１つを、ピクチャのＨＤＲバージョンを
このピクチャのＳＤＲバージョンに変換する方法によって解消することを提示するもので
ある。この方法は、
　カラー・マッピング・パラメータの存在を示す第１のインジケータと、
　カラー・マッピング・パラメータを考慮することによってピクチャのＨＤＲバージョン
をピクチャのＳＤＲバージョンに変換するように装置が構成されているかどうかを示す第
２のインジケータと、
　カラー・マッピング・パラメータを考慮することなく変換することが禁止されているか
どうかを示す第３のインジケータと、に従ってピクチャのＨＤＲバージョンをピクチャの
ＳＤＲバージョンに変換することを特徴とする。
【００２２】
　したがって、通常、動画の参照されるバージョン（すなわち、ＵＨＤ　ＨＤＲ　ＷＣＧ
バージョン）およびカラー・マッピング・パラメータ（例えば、ＨＤＲ　ＷＣＧコンテン
ツをＨＤＲブルーレイ・プレイヤーに接続された旧来のＴＶセットのためのクリエイティ
ブな意図が保持されたＳＤＲ　Ｒｅｃ．７０９コンテンツに再マッピングすることを可能
とするパラメータ）を含むＵＨＤ　ＷＣＧ　ＨＤＲブルーレイ・ディスクは、さらに、動
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画のＨＤＲバージョンをＳＤＲバージョンに変換するために使用されるカラー・マッピン
グ・パラメータがブルーレイ・ディスク上に存在することを示す第１のインジケータを含
んでいてもよい。ブルーレイ・プレイヤーは、そして、ディスクに焼き付けられたＨＤＲ
バージョンの変換を、アーティストの意図を保持する動画のＳＤＲバージョンを取得する
ために、（第２のインジケータによって示される）その機能に従って、さらに、第１のイ
ンジケータの値に従って、行うことができる。第３のインジケータは、アーティストの意
図を保持しない方法（ブラインドまたは非参照型の方法）で、動画のＨＤＲバージョンの
ＳＤＲバージョンを取得できるようなことがないようにする。
【００２３】
　本開示の他の態様によれば、本開示は、上記方法を実施するように構成されたプロセッ
サを含む装置と、このプログラムがコンピュータで実行されたときに上記方法のステップ
を実行するプログラムのコードの命令を含むコンピュータ・プログラム・プロダクトと、
少なくとも上記方法のステップをプロセッサに実行させる命令を記憶したプロセッサ読み
取り可能媒体と、非一時的記憶媒体と、に関する。
【００２４】
　本開示の特定の性質、さらに、本開示の他の目的、利点、特徴、および使用は、添付図
面と以下の実施の形態の説明とを併せ鑑みることによって明らかになるであろう。
【００２５】
　図面において、本開示内容の実施形態が例示されている。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本開示の実施形態による、ピクチャのＨＤＲバージョンをこのピクチャのＳＤＲ
バージョンに変換する方法のステップのブロック図である。
【図２】図１との関連で説明される方法を実施するように構成された装置の例示的なアー
キテクチャを表す図である。
【図３】本開示の実施形態による、ピクチャのＨＤＲバージョンからこのピクチャのＳＤ
Ｒバージョンを表示するシステムを模式的に示す図である。
【図４】本方法の実施形態を示す図である。
【図５】本方法の実施形態を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　同様または同一の要素には同一の参照符号が付与されている。
【００２８】
　以下、本開示内容の実施形態を示している添付図面を参照して、本開示をより十分に説
明する。しかしながら、本開示を多くの代替的な形態で実施することもでき、本明細書に
記載された実施形態に限定されるように解釈されるべきではない。したがって、本開示は
、様々な改変例や代替的な形態で実施することができる。本開示の特定の実施形態を図面
において例示し、本明細書中で詳細に説明する。しかしながら、本開示を開示された特定
の形態に限定することは意図されておらず、むしろ、開示には、請求の範囲によって規定
された開示の精神および範囲の中で、全ての改変例、均等物、変形例が包含されることが
理解できよう。
【００２９】
　本明細書中で使用されている用語は、特定の実施形態を説明することを目的としており
、本開示を限定するようには意図されていない。本明細書において、文脈上、他の明示的
な記載がなければ、単数として記載されている表現「或る」、「一つ」、「この（その）
」は、複数の表現を含むように意図されている。さらに、用語「からなる」、「含む」、
および／または「備える」が本明細書中で使用されている場合、これは、記載されている
特徴事項、整数値、ステップ、処理、要素、および／またはコンポーネント（構成部品、
要素）が存在することを示しているが、１つ以上の他の特徴事項、整数値、ステップ、処
理、要素、コンポーネント（構成部品、要素）、および／またはそのグループが存在する
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こと、または、追加されることを排除するものではないことが理解できよう。さらに、要
素が他の要素に「応答する」、または、「接続されている」と記載されている場合、他の
要素に直接的に応答する、または、接続されることもあれば、介在する要素が存在するこ
ともある。これに対し、要素が他の要素に「直接応答する」、または、「直接接続されて
いる」と記載されている場合、介在する要素は存在しない。本明細書において使用されて
いる用語「および／または」は、１つ以上の関連して列挙された項目の任意の全ての組み
合わせを含み、「／」と省略されることがある。
【００３０】
　本明細書中において、様々な要素について記載するために、第１、第２などの用語が使
用されているが、これらの要素は、これらの用語によって限定されるべきものではない。
これらの用語は、或る用語と別の用語とを区別する目的のみで使用されている。例えば、
本開示の教示を逸脱することなく、第１の要素を第２の要素と定義してもよいし、同様に
、第２の要素を第１の要素として定義してもよい。
【００３１】
　図面の中には、通信の主方向を示す通信経路上に矢印を含むものがあるが、通信は、描
かれている矢印とは逆の方向に行なわれる場合があることが理解できよう。
【００３２】
　実施形態の中には、ブロック図および動作フローチャートに関して説明されているもの
があり、各ブロックは、特定の論理的な機能を実施するための、回路要素、モジュール、
または、１つ以上の実行可能な命令を含むコードの部分を表す。なお、他の実施態様では
、ブロック内で示される機能は、示しているものとは異なる順番となることがある。例え
ば、２つのブロックが連続して示されている場合であっても、関連する機能によっては、
実際には、ブロックが、実質的に並列して実行されることがあり、または、ブロックが、
逆の順番で実行されることがある。
【００３３】
　本明細書において、「一実施形態」または「実施形態」と言及されている場合、これは
、実施形態との関連で説明されている特定の特徴事項、構造、または特性が開示内容の少
なくとも１つの実施態様に含まれる場合があることを意味する。明細書中の様々な箇所に
存在する「一実施形態において」または「実施形態に従って（実施形態によれば）」とい
う表現は、必ずしも、全てが同一の実施形態について言及するものではなく、別個の実施
形態または代替的な実施形態が相互に他の実施形態に対して排他的となるものではない。
【００３４】
　請求の範囲に存在する参照符号は、例示的な目的のみのものであり、請求の範囲に対し
て限定的な影響を及ぼすものではない。
【００３５】
　明示的に記載していないが、本実施形態および変形例を、任意に組み合わせて、または
部分的に組み合わせて使用することができる。
【００３６】
　本開示は、ピクチャを変換することについて記載しているが、複数のピクチャ（ビデオ
）のシーケンスの変換に拡張される。この理由は、シーケンスにおける各ピクチャは、以
下に記載するように、順次、符号化／復号されるからである。
【００３７】
　カラー・マッピング・パラメータが、同一のピクチャの２つのカラー・グレーディング
されたバージョンの間のカラー・マッピングを推定すること、すなわち、ピクチャの第１
のカラー・グレーディングされたバージョンの色値をこのピクチャの第２のカラー・グレ
ーディングされたバージョンの色値に最適にマッピングするカラー・マッピング関数を推
定することによって取得されることは、本技術分野において公知である。最適なマッピン
グを得るために、最小二乗平均の手法を用いることができる。
【００３８】
　図１は、従来技術に従ってピクチャのＨＤＲバージョンをこのピクチャのＳＤＲバージ



(8) JP 6663432 B2 2020.3.11

10

20

30

40

50

ョンに変換する方法のステップのブロック図である。
【００３９】
　ステップ１００において、モジュールＦＦは、ピクチャのＨＤＲバージョンをＳＤＲバ
ージョンに変換するために使用されるカラー・マッピング・パラメータの存在を示す、ま
たは識別する第１のインジケータＩ１を取得する。
【００４０】
　ステップ２００において、モジュールＳＦは、上記のカラー・マッピング・パラメータ
を考慮することによって、ピクチャのＨＤＲバージョンをＳＤＲバージョンに変換するよ
うに装置が構成されているかどうかを示す第２のインジケータＩ２を取得する。
【００４１】
　ステップ３００において、モジュールＴＦは、上記のカラー・マッピング・パラメータ
を考慮することなく変換することが禁止されているかどうかを示す第３のインジケータＩ
３を取得する。
【００４２】
　ステップ４００において、モジュールＣＯＮＶは、上記の第１、第２および第３のイン
ジケータに従って、ピクチャのＨＤＲバージョンをこのピクチャのＳＤＲバージョンに変
換する。
【００４３】
　一実施形態によれば、第１、第２および／または第３のインジケータは、ディスクまた
はローカル・メモリから、または、リモート・メモリから通信ネットワークを介して取得
される。
【００４４】
　一実施形態によれば、第２のインジケータＩ２は、フラグＦ２（１ビット）である。
【００４５】
　フラグＦ２の値が第１の値（ｖ（Ｆ２＝１）である場合、これは、上記のカラー・マッ
ピング・パラメータを考慮することによってピクチャのＨＤＲバージョンをＳＤＲバージ
ョンに変換するように装置が構成されていることを示す。
【００４６】
　フラグＦ２の値が第２の値（ｖ（Ｆ２＝０）である場合、これは、上記のカラー・マッ
ピング・パラメータを考慮することによってピクチャのＨＤＲバージョンをＳＤＲバージ
ョンに変換するように装置が構成されていないことを示す。
【００４７】
　一実施形態によれば、単一のインジケータＳＩが第１および第３のインジケータを表す
。
【００４８】
　単一のインジケータＳＩの値が第１の値（ｖ（ＳＩ）＝１）である場合、これは、カラ
ー・マッピング・パラメータが存在することを示す。
【００４９】
　単一のインジケータＳＩの値が第２の値（ｖ（ＳＩ）＝０）または第３の値（ｖ（ＳＩ
）＝２）である場合、これは、カラー・マッピング・パラメータが存在しないことを示す
。
【００５０】
　一実施形態によれば、単一のインジケータＳＩの値が第２の値（ｖ（ＳＩ）＝０）であ
る場合、装置は、上記カラー・マッピング・パラメータを考慮することなく、ピクチャの
ＨＤＲバージョンをＳＤＲバージョンに変換することができる。単一のインジケータＳＩ
の値が第３の値（ｖ（ＳＩ）＝２）である場合には、装置は、上記カラー・マッピング・
パラメータを考慮することなく、ピクチャのＨＤＲバージョンをＳＤＲバージョンに変換
することはできない。単一のインジケータＳＩの値が第１の値（ｖ（ＳＩ）＝１）でカラ
ー・マッピング・パラメータが存在することを示し、かつフラグＦ２の値が第１の値（ｖ
（Ｆ２）＝１）である場合には、上記カラー・マッピング・パラメータを考慮することに
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よってピクチャのＨＤＲバージョンがＳＤＲバージョンに変換される。単一のインジケー
タＳＩの値が第１の値（ｖ（ＳＩ）＝１）でカラー・マッピング・パラメータが存在する
ことを示し、かつフラグＦ２の値が第２の値（ｖ（Ｆ２）＝０）である場合には、ピクチ
ャのＨＤＲバージョンをＳＤＲバージョンに変換することが禁止される。
【００５１】
　一実施形態によれば、第１のインジケータＩ１は、第１のフラグＦ１によって表され、
第３のインジケータＩ３は、第３のフラグＦ３によって表される。
【００５２】
　フラグＦ１の値が第１の値（ｖ（ＦＩ）＝１）である場合には、カラー・マッピング・
パラメータが存在することを示す。フラグＦ１の値が第２の値（ｖ（ＦＩ）＝０）である
場合には、カラー・マッピング・パラメータが存在しないことを示す。フラグＦ３の値が
第１の値（ｖ（Ｆ３）＝１）である場合には、装置が上記カラー・マッピング・パラメー
タを考慮することなくピクチャのＨＤＲバージョンをＳＤＲバージョンに変換することは
許可されていない。フラグＦ３の値が第２の値（ｖ（Ｆ３）＝０）である場合には、装置
は、上記カラー・マッピング・パラメータを考慮することなくピクチャのＨＤＲバージョ
ンをＳＤＲバージョンに変換することが許可される。
【００５３】
　一実施形態によれば、ｖ（Ｆ３）＝０である場合には、上記カラー・マッピング・パラ
メータを考慮することによって、ｖ（Ｆ１）＝ｖ（Ｆ２）＝１およびその他の場合には、
上記カラー・マッピング・パラメータを考慮することなく、ピクチャのＨＤＲバージョン
をＳＤＲバージョンに変換することができる。ｖ（Ｆ３）＝１である場合には、上記カラ
ー・マッピング・パラメータを考慮してピクチャのＨＤＲバージョンをＳＤＲバージョン
に変換することができ、ｖ（Ｆ１）＝ｖ（Ｆ２）＝１およびその他の場合には、ピクチャ
のＨＤＲバージョンはＳＤＲバージョンに変換されない。
【００５４】
　図１では、モジュールは機能的なユニットであり、これらは、必ずしも物理的に別個の
ユニットに対応するものではない。例えば、これらのモジュールまたはこれらのモジュー
ルの幾つかは、独自のコンポーネントまたは回路にまとめられ、ソフトウェアの機能に寄
与する。これとは逆に、モジュールの中には、物理的に別体で構成されるものが存在する
こともある。本開示に準拠した装置は、純粋なハードウェア、例えば、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｃｉｒｃｕｉｔ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ：Ｆｉｅｌ
ｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、超大規模集積回路（ＶＬＳＩ
：Ｖｅｒｙ　Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）のような専用のハード
ウェアを使用して実施してもよいし、装置に埋め込まれた幾つかの集積された電子部品に
よって実施してもよいし、ハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントを組み合わ
せることによって実施してもよい。
【００５５】
　図２は、図１との関連で説明された方法を実施するように構成された装置２０の例示的
なアーキテクチャを表している。
【００５６】
　装置２０は、データおよびアドレス・バス２１によって互いにリンクされた要素として
、
　例えばＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）である、プロセ
ッサ２２（またはＣＰＵ）と、
　ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２３と、
　ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２４と、
　アプリケーションからの送信すべきデータを受信するＩ／Ｏインタフェース２５と、
　バッテリ２６と、
　通信インタフェース２７と、
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　光学ディスク・リーダ２８と、を含む。
【００５７】
　変形例によれば、バッテリ２６は、装置に対して外付けである。図２のこれらの要素の
各々は、当業者によって良く知られたものであるため、さらなる説明を行わない。上述し
たメモリの各々において、明細書中で「レジスタ」という用語が使用されている場合には
、これは、小さな容量の領域（幾らかのビット）に対応することもあれば、非常に大きな
容量の領域（例えば、プログラム全体または大容量の受信または復号されたデータ）に対
応することもある。ＲＯＭ２３は、少なくともプログラムおよびパラメータを含む。本開
示による方法のアルゴリズムは、ＲＯＭ２３に記憶される。電源が投入されると、ＣＰＵ
２２は、ＲＡＭ内のプログラムをアップロードし、対応する命令を実行する。
【００５８】
　ＲＡＭ２４は、レジスタ内のＣＰＵ２２によって実行され、装置２０の電源が投入され
た後にアップロードされたプログラム、レジスタ内の入力データ、レジスタ内の本方法の
様々な状態での中間データ、さらに、レジスタ内の本方法の実行のために使用される様々
な変数を含む。
【００５９】
　本明細書中で記載されている実施態様は、例えば、方法またはプロセス、装置、ソフト
ウェア・プログラム、データストリーム、または信号の形態で実施することができる。実
施態様が単一の形態の文脈でのみ説明されている場合であっても（例えば、１つの方法ま
たは１つの装置としてのみ説明されている場合であっても）、説明した特徴事項を他の形
態（例えば、プログラム）で実施することもできる。装置は、例えば、適切なハードウェ
ア、ソフトウェア、およびファームウェアで実施することができる。本方法は、一般的に
、例えばブルーレイ・プレイヤー、コンピュータ、マイクロプロセッサ、集積回路、また
は、プログラマブル・ロジック・デバイスを含む処理装置と呼ばれる、プロセッサで実施
することができる。プロセッサは、さらに、例えば、コンピュータ、携帯電話、ポータブ
ル／パーソナル・ディジタル・アシスタント（「ＰＤＡ」）、および、エンドユーザ間の
情報の通信を容易にする他の装置などの通信装置を含む。
【００６０】
　装置の特定の実施形態によれば、第１、第２および／または第３のインジケータがソー
スから取得される。例えば、ソースは、
　例えば、ビデオ・メモリまたはＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
、フラッシュ・メモリ、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ハードディスク
であるローカル・メモリ（２３または２４）、
　例えば、大容量記憶装置、ＲＡＭ、フラッシュ・メモリ、ＲＯＭ、光学ディスクまたは
磁気サポートとのインタフェースであるストレージ・インタフェース（２５）、
　例えば、有線インタフェース（例えば、バス・インタフェース、広域ネットワーク・イ
ンタフェース、ローカルエリア・ネットワーク・インタフェース）または無線インタフェ
ース（ＩＥＥＥ８０２．１１インタフェースまたはＢｌｕｒｔｏｏｔｈ（商標）インタフ
ェース）などである通信インタフェース（２７）、
　ブルーレイ・ディスクなどの非一時的記憶媒体、および
　（例えば、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ－Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）またはＣＭＯＳ（
Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ－Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）
などのセンサ）であるピクチャ取り込み回路、
を含む組に属する。
【００６１】
　別の実施形態によれば、図１との関連で説明された方法を実施するように構成されてい
る装置２０は、
　モバイル・デバイス、
　通信デバイス、
　ゲーム・デバイス、
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　タブレット（またはタブレット・コンピュータ）、
　ラップトップ、
　静止画像カメラ、
　ビデオ・カメラ、
　符号化チップ、
　静止画像サーバ、
　ブルーレイ・プレイヤー、および
　ビデオ・サーバ（例えば、ブロードキャスト・サーバ、ビデオオンデマンド・サーバ、
または、ウェブサーバ）、
を含む組に属する。
【００６２】
　図３は、ピクチャのＳＤＲバージョンをこのピクチャのＨＤＲバージョンから表示する
システムを模式的に示している。
【００６３】
　システムは、例えばＨＤＭＩ（登録商標）バスを介して旧来のＴＶセットに接続された
装置２０を含む。
【００６４】
　一実施形態によれば、例えば、装置２０の光学ディスク・リーダ２８は、ブルーレイ・
ディスクから第１および／または第３のインジケータを取得し、装置２０は、さらに、ロ
ーカル・メモリ２３から第２のインジケータを取得する。
【００６５】
　装置２０のプロセッサ２２は、さらに、図１との関連で説明された方法を実施するよう
に構成されている。
【００６６】
　一実施形態によれば、非一時的記憶媒体は、ブルーレイ・ディスク、すなわち、例えば
ブルーレイ仕様書に準拠したディスクである。
【００６７】
　図４に例示されている方法の実施形態によれば、単一のインジケータＳＩがブルーレイ
仕様書のプレイリスト属性ＡｐｐＩｎｆｏＰｌａｙＬｉｓｔに追加される。このような単
一のインジケータは、ＳＤＲ＿ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ＿ｔｙｐｅと呼ばれるシンタックス
要素であってもよい。
【００６８】
　図５に例示されている変形例によれば、第１のフラグＦ１がブルーレイ仕様書のプレイ
リスト属性ＡｐｐＩｎｆｏＰｌａｙＬｉｓｔに追加される。このようなフラグＦ１は、Ｃ
ＲＩ＿ｐｒｅｓｅｎｔ＿ｆｌａｇと呼ばれるシンタックス要素であってもよい。第３のフ
ラグＦ３は、上記プレイリスト属性ＡｐｐＩｎｆｏＰｌａｙＬｉｓｔに追加される。この
ようなフラグＦ３は、ＳＤＲ＿ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ＿ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ＿ｆｌａｇ
と呼ばれるシンタックス要素であってもよい。
【００６９】
　一実施形態によれば、装置２０がブルーレイ装置である場合、第２のフラグＦ２がブル
ーレイ仕様書のプレイヤー・ステータス・レジスタに追加される。このような第２のフラ
グＦ２は、例えば、ＣＲＩ＿ｄｅｃｏｄｅｒ＿ｐｒｅｓｅｎｔ＿ｆｌａｇ（またはＣＲＩ
＿ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ(＿ｆｌａｇ)またはＣＲＩ＿ｅｎａｂｌｉｎｇ(＿ｆｌａｇ)）と
呼ばれるシンタックス要素であってもよい。
【００７０】
　本明細書中で記載された様々な処理の実施態様は、様々な異なる機器やアプリケーショ
ンで実施することができる。このような機器の例は、符号化器、復号器、復号器からの出
力を処理するポストプロセッサ、符号化器に入力を提供するプリプロセッサ、ビデオ符号
化器、ビデオ復号器、ビデオコーデック、ウェブサーバ、セットトップ・ボックス、ラッ
プトップ、パーソナル・コンピュータ、携帯電話、ＰＤＡ、さらに、ビデオまたはピクチ
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ャを処理する他の装置、または他の通信装置を含む。機器は、携帯機器でもよく、さらに
は移動車両に据え付けられるものあってもよいことは明らかであろう。
【００７１】
　さらに、方法は、プロセッサによって実行される命令によって実施されていてもよく、
このような命令（および／または実施態様によって生成されるデータ）は、コンピュータ
可読記憶媒体に記憶することができる。コンピュータ可読記憶媒体は、１つ以上のコンピ
ュータ可読媒体上で実施され、コンピュータによって実行可能な、コンピュータ可読プロ
グラム・コードが実装されたコンピュータ可読プログラム・プロダクトの形態をとること
ができる。本明細書中で使用されるコンピュータ可読記憶媒体は、情報を記憶する固有の
機能とともに、記憶した情報を取得する固有の機能を与えられた非一時的記憶媒体である
とみなされる。コンピュータ可読記憶媒体は、例えば、限定するものではないが、電子的
、磁気的、光学的、電磁的、赤外線または半導体のシステム、装置、デバイスとすること
ができ、上記に挙げたものを任意に適宜組み合わせることができる。本発明の原理を適用
可能なコンピュータ可読記憶媒体のより具体的な例を以下に提供するが、列挙されている
例は、例示的なものに過ぎず、網羅的なものではないことが、当業者であれば容易に理解
できるであろう：ポータブル・コンピュータ・ディスク、ハードディスク、読み出し専用
メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭまたはフラ
ッシュ・メモリ）、ポータブル・コンパクト・ディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯ
Ｍ）、光学記憶装置、磁気記憶装置、または、上記に挙げたものを任意に適宜組み合わせ
たもの。
　命令は、プロセッサ可読媒体上に実際に実装されるアプリケーション・プログラムの形
態を取ることができる。
【００７２】
　例えば、命令は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはこれらを組み
合わせたものであってもよい。
【００７３】
　命令は、例えば、オペレーティング・システム、別個のアプリケーション、またはこの
２つを組み合わせたものに存在させることができる。よって、プロセッサを、例えば、処
理を実行するように構成された装置と、処理を実行する命令を有する（記憶装置などの）
プロセッサ可読媒体を含む装置との両方として特徴付けられる。さらに、プロセッサ可読
媒体は、命令に追加して、または、命令の代わりに、実施態様により生成されるデータ値
を記憶することができる。
【００７４】
　実施態様により、例えば、記憶あるいは送信可能な情報を保持するようにフォーマット
された様々な信号を生成できることは当業者によって自明であろう。情報は、例えば、方
法を実行する命令、または、上記の実施態様のうちの１つによって生成されたデータを含
む。例えば、信号は、データとして、記載した実施形態のシンタックスの読み書きのため
のルールを保持するように、または、記載した実施形態によって記述された実際のシンタ
ックス値をデータとして保持するようにフォーマットすることができる。このような信号
は、例えば、（例えば、スペクトルの無線周波数部分を使用した）電磁波として、または
、ベースバンド信号としてフォーマットすることができる。フォーマット化は、例えば、
データストリームを符号化することおよび符号化されたデータストリームを用いてキャリ
アを変調することを含み得る。信号が保持する情報は、例えば、アナログ情報またはディ
ジタル情報である。信号は、公知である様々な有線リンクまたは無線リンクを介して送信
することができる。信号は、プロセッサ可読媒体に記憶することができる。
【００７５】
　幾つかの実施態様について説明を行った。しかしながら、様々な改変を施すことができ
ることが理解できよう。例えば、複数の異なる実施態様を組み合わせたり、補ったり、変
更したり、除去したりすることで他の実施態様を生み出すことができる。さらに、当業者
であれば、開示した内容を他の構造や処理で置き換えることができ、結果として得られる
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実施態様が、少なくとも実質的に同一の方法で、少なくとも実質的に同一の機能を実行し
、少なくとも開示した実施態様と実質的に同一の効果を生み出すことが理解できよう。し
たがって、本出願によってこれらの実施態様およびその他の実施態様が企図される。　
　上記の実施形態に加えて、以下の付記を開示する。
（付記１）
　ピクチャのＨＤＲバージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換する方法におい
て、
　カラー・マッピング・パラメータの存在を示す第１の情報データを取得することと、
　装置が前記カラー・マッピング・パラメータを考慮することによって前記ピクチャのＨ
ＤＲバージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換するように構成されているかど
うかを示す第２の情報データを取得することと、
　前記カラー・マッピング・パラメータを考慮することなく前記ピクチャの前記ＨＤＲバ
ージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換することが禁止されているかどうかを
示す第３の情報データを取得することと、
　前記取得された情報データに従ってピクチャのＨＤＲバージョンを変換することと、
を含む、前記方法。
（付記２）
　前記第１、第２および／または第３の情報データが、ディスクまたはローカル・メモリ
または通信ネットワークを介してリモート・メモリから取得される、付記１に記載の方法
。
（付記３）
　単一の情報データ（ＳＩ）が前記第１および前記第３の情報データを表す、付記１また
は２に記載の方法。
（付記４）
　カラー・マッピング・パラメータの存在と、
　前記カラー・マッピング・パラメータを考慮することなく変換することが禁止されてい
るかどうかと、
を示す少なくとも１つの情報データを含む、非一時的記憶媒体。
（付記５）
　前記非一時的記憶媒体がブルーレイ・ディスクである、付記３に記載の非一時的記憶媒
体。
（付記６）
　ピクチャのＨＤＲバージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換する装置におい
て、
　カラー・マッピング・パラメータの存在を示す第１の情報データを取得し、
　装置が前記カラー・マッピング・パラメータを考慮することによって前記ピクチャのＨ
ＤＲバージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換するように構成されているかど
うかを示す第２の情報データを取得し、
　前記カラー・マッピング・パラメータを考慮することなく変換することが禁止されてい
るかどうかを示す第３の情報データを取得し、
　前記取得された情報データに従ってピクチャのＨＤＲバージョンを変換するように構成
されたプロセッサを含むことを特徴とする、前記装置。
（付記７）
　ディスクから前記情報データの少なくとも１つを取得するように使用される光学ディス
ク・リーダをさらに含む、付記６に記載の装置。
（付記８）
　付記４または５に記載の非一時的記憶媒体と、付記６または７に記載のピクチャのＨＤ
Ｒバージョンを前記ピクチャのＳＤＲバージョンに変換する装置と、前記装置に接続され
たＳＤＲディスプレイとを含む、ピクチャのＨＤＲバージョンから前記ピクチャのＳＤＲ
バージョンを表示するシステム。
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（付記９）
　プログラムがコンピュータで実行されたときに付記１に記載の方法を実行するプログラ
ム・コード命令を含む、コンピュータ・プログラム製品。
（付記１０）
　少なくとも付記１に記載の方法をプロセッサに実行させる命令を記憶したプロセッサ可
読媒体。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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